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[はじめに] 

 平成２１年度当所では、管内 I 食肉センターにおける豚枝肉の細菌汚染等の危害分析を実施した。検

討した結果、細菌汚染レベルを低下させるには外皮や消化管内容物による汚染を防ぐことが重要と考え、

一年を通して剥皮、肛門抜き、白物摘出及びトリミングの工程を重点指導ポイントとして衛生指導を行

った。 
平成２１年度千葉県食肉衛生技術研修会では 9 月までの衛生指導結果を報告したが、その後さらに指

導を行い、若干の知見を得たので報告する。 
 

[指導の経過] 

平成21年6月～7月 I食肉センターの解体処理工程の危害分析を実施し、重点指導ポイントを

設定 

         8月5日 第１回I食肉センターとの打ち合わせ会議 

・危害分析検討結果の提示と重点指導ポイントの説明 

       8月24～28日  現状把握のための消化管破損状況及び消化管内容物による枝肉の汚染状

況調査（以下、「調査」という）  

              9月7日 第２回打ち合わせ会議 

・調査結果説明と噴門部切除位置変更案（以下、「第１対策案」という）

の提示 

       9月9～17日 第１対策後の調査 

             10月21日 第３回打ち合わせ会議 

・調査結果説明と消化管破損枝肉にリング装着案（以下、「第２対策案」

という）の提示 

             11月25日 第４回打ち合わせ会議 

・第２対策案の担当者への説明 

        12月24～28日  第２対策後の調査 

         1月25～29日  第２対策後の調査 

              3月3日  I食肉センターの衛生講習会    

 

[調査方法] 

１）消化管破損状況調査   

白物検査時に摘出された消化管の破損状況を目視により確認し、破損部位を直腸及び胃・盲結腸に



 

 
 

分けて、破損のあった合札番号を記録した。 

２）枝肉汚染状況調査 

  枝肉検査時に消化管内容物の付着状況を目視により確認し、汚染部位を肛門周囲・骨盤腔内及びそ

の他に分けて、汚染のあった枝肉の合札番号を記録した。 

[調査結果]            第1対策案提示  第２対策案提示 

                  ↓             ↓ 

   8 月調査 9 月調査 12 月調査 1 月調査 

破
損
状
況 

調査頭数 2450 2694 2271 3199 

  実数 
破損率

（％） 
実数 

破損率

（％） 
実数 

破損率

（％） 
実数 

破損率

（％） 

破損

部位 

直腸 52 2.12 13 0.48 19 0.84 22 0.69 

胃・盲結腸 61 2.49 42 1.56 44 1.94 67 2.09 

 計 113 4.61 55 2.04 63 2.77 89 2.78 

           

汚
染
状
況 

調査頭数 2535 3056 2271 3199 

  実数 
汚染率

（％） 
実数 

汚染率

（％） 
実数 

汚染率

（％） 
実数 

汚染率

（％） 

汚染

状況 

肛門・ 

骨盤腔 
110 4.34 77 2.52 33 1.45 68 2.13 

その他 166 6.55 52 1.7 42 1.85 85 2.66 

 計 276 10.89 129 4.22 75 3.3 153 4.78 

 



 

 
 

破損率・汚染率推移
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[まとめ] 

第１対策である胃の切断位置変更は、十分効果があり、日常の作業内容や方法を見直すことで、改善

は可能であることが分かった。 

また、打ち合わせ会議の際、I食肉センター側の各部門責任者と作業担当者を交えて意見交換をした

ことで、経済的かつ即効性のある改善策を講じることができ、担当者の衛生意識の向上も見られたこと

が大きな成果であったことは、第１報で報告したとおりである。 

その後の指導で提示した第２対策であるリング装着の当初の目的は、①肛門抜き及び白物摘出担当者

がそれぞれ消化管を破損した場合に担当者自らが枝肉にリングを装着することで、破損しないように作

業しようとする衛生意識を向上させることと、②破損したことをトリミングと洗浄担当者に情報伝達し、

それぞれの作業を徹底することであった。 

しかし､実際は肛門抜き及び白物摘出担当者はリングを装着できず、トリミング担当者がトリミング

を行いながらリングを装着しているため、第１対策ほどの効果は認められなかったが、第２対策を提示

することでそれぞれの作業員に対する衛生的作業の実施という意識付けになった。 

今後も、定期的な破損率等の調査、会議の開催及び対策案の提示など継続的な衛生指導を行うことに

より、センター側の責任者、作業員の衛生意識を高く維持していきたい。 

第２対策案 第１対策案 


